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第３ し尿汲み取り処理対策を行う 応急-103 

第４ 環境対策を行う 応急-104 

第５ 精神医療を行う 応急-105 

第６ 健康対策を行う 応急-106 

第７ 食品衛生対策を行う 応急-107 

第８ 感染症対策を行う 応急-108 

第９ 災害時要援護者支援対策を行う 応急-112 

第１０ 愛玩動物の収容対策を行う 応急-115 

第６節 公共土木施設の応急対策、建築物等の二次災害防止を行う 応急-116 

第１ 土砂災害 応急-116 

第２ 道路 応急-117 

第３ 河川 応急-117 

第４ ダム 応急-117 



 

 

第５ ため池 応急-117 

第６ 森林防災対策（林道、治山施設、危険木を含む） 応急-118 

第７ 農地・農業用施設 応急-118 

第８ 建築物・宅地防災対策 応急-118 

第９ 水道の確保 応急-118 

第１０ 下水道の確保 応急-120 

第７節 文教対策活動を行う 応急-122 

第１ 教育対策を行う 応急-122 

第４章 生活再建、復旧・復興に向けて 応急-125 

第１節 住環境を再建する 応急-125 

第１ 住宅を確保する 応急-125 

第２ 警備対策を行う 応急-130 

第２節 生活再建の資金支援を行う 応急-131 

第１ 災害弔慰金等を支給する 応急-131 

第２ 災害復旧資金の融資を支援する 応急-134 

第３節 施設災害復旧事業を行う 応急-135 

第１ 災害復旧事業の種類 応急-135 

第２ 激甚災害の指定に関する事項 応急-136 

第４節 災害復興を行う 応急-138 

第１ 復興組織を設置する 応急-138 

第２ 復興計画を策定する 応急-140 

第５章 その他応急対策 応急-144 

第１節 水防計画 応急-144 

第１ 総則 応急-144 

第２ 水防組織 応急-144 

第３ 重要水防箇所 応急-144 

第４ 予報及び警報 応急-144 

第５ 施設の監視等 応急-144 

第６ 水防活動 応急-146 

第７ その他 応急-147 

第２節 消火計画 応急-149 

第１ 地震火災の消火活動の実施 応急-149 

第２ 消防の広域応援要請 応急-150 

第３節 公共的施設災害応急対策 応急-151 



 

 

第１ 鉄道施設における応急対策の実施 応急-151 

第２ 旅客、帰宅困難者対策 応急-152 

第４節 ライフラインの災害応急対策 応急-153 

第１ 電力の確保 応急-153 

第２ ガスの確保 応急-155 

第３ 電気通信の確保 応急-157 

第５節 農林関係対策の実施 応急-159 

第１ 農林水産業技術応急指導 応急-159 

第２ 家畜防疫対策 応急-159 

第３ 飼料確保対策 応急-159 

第４ 主要作物 応急-159 

第５ 野菜 応急-159 

第６ 果樹 応急-159 

第７ 花き 応急-160 

第８ しいたけ 応急-160 

第９ 流通対策 応急-160 

第６章 その他の災害の応急対策計画 応急-161 

第１節 雪害等の応急対策の実施 応急-161 

第１ 道路除雪対策 応急-161 

第２ 雪崩対策 応急-162 

第３ 渇水対策 応急-162 

第２節 大規模火災の応急対策の実施 応急-163 

第１ 消火活動の実施 応急-163 

第２ 相互応援協定の運用 応急-163 

第３ 他機関との連携 応急-163 

第４ 救急搬送業務 応急-163 

第５ 警防計画 応急-163 

第６ 自主防災組織との連携 応急-164 

第３節 危険物施設等の応急対策の実施 応急-165 

第１ 危険物事故の応急対策の実施 応急-165 

第２ 高圧ガス事故の応急対策の実施 応急-167 

第３ 火薬類事故の応急対策の実施 応急-168 

第４ 毒物・劇物事故の応急対策の実施 応急-169 

第４節 突発重大事案の応急対策の実施 応急-171 

第１ 現地災害対策本部の設置 応急-171 



 

 

第２ 現地災害対策本部の機能 応急-171 

第３ 現地災害対策本部の設置場所 応急-171 

第４ 現地災害対策本部の廃止 応急-171 

第５ サリン等の発散による被害発生時の措置 応急-171 

第６ 突発重大事案における警察活動 応急-172 

第５節 交通災害応急対策の実施 応急-173 

第１ 情報の収集・伝達 応急-173 

第２ 動員の実施 応急-181 

第３ 自衛隊への派遣要請 応急-181 

第４ 防災関連機関等との連携促進 応急-182 

第５ 専門家・専門機関等への協力要請 応急-183 

第６ 救援・救護活動等の実施 応急-183 

第７ 緊急輸送活動及び代替輸送 応急-189 

第８ こころのケア対策の実施 応急-190 

第９ 遺体の保存、身元確認等の実施 応急-191 

第１０ 雑踏事故の応急対応 応急-193 

第１１ 危険物等への対策の実施 応急-194 

第１２ 災害情報の提供と相談活動の実施 応急-197 

  



 

 

第４編 原子力災害対策計画 

第１章 原子力災害総則 原子力-1 

第１節 計画の目的 原子力-1 

第２節 計画の基礎となる原子力災害の想定 原子力-2 

第１ 原子力施設等の事故災害 原子力-2 

第２ 核燃料物質等の運搬中の事故災害 原子力-2 

第２章 原子力災害予防計画 原子力-3 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 原子力-3 

第２ 災害応急体制の整備 原子力-3 

第３ 原子力施設の事故モニタリング体制の整備 原子力-3 

第４ 運搬中の事故災害モニタリング体制の整備 原子力-3 

第５ 広域避難体制の整備 原子力-4 

第６ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 原子力-4 

第７ 救援・救護活動体制の整備 原子力-4 

第８ 平時からの防災関係機関等との連携体制の整備 原子力-5 

第９ 災害時要援護者支援対策の強化 原子力-5 

第１０ 住民等に対する知識の普及啓発 原子力-5 

第１１ 災害対策要員の研修・訓練の実施 原子力-6 

第１２ 防災訓練等の実施 原子力-7 

第３章 原子力災害応急対策、復旧・復興計画 原子力-8 

第１節 災害対策のコーディネート 原子力-8 

第１ 原子力施設の事故災害 原子力-8 

第２ 核燃料物質等の運搬中等の事故災害 原子力-14 

第３ 動員の実施 原子力-16 

第４ 自衛隊へ派遣要請を行う 原子力-16 

第５ 防災関連機関等と連携する 原子力-16 

第６ 専門家へ協力要請を行う 原子力-17 

第７ 緊急時モニタリングを行う 原子力-18 

第８ 災害時の広報活動を行う 原子力-19 

第２節 災害応急対策を行う 原子力-21 

第１ 救援・救護活動等を行う 原子力-21 

第２ 放射性物質による汚染を除去する 原子力-31 



 

 

第３ 災害時要援護者支援対策を行う 原子力-31 

第４ 交通の確保対策を行う 原子力-32 

第５ 社会秩序の維持対策を行う 原子力-34 

第６ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 原子力-34 

第７ 各種制限措置を解除する 原子力-35 

第３節 生活再建、復旧・復興に向けて 原子力-36 

第１ 被災者の生活支援を行う 原子力-36 

第２ 風評被害等の影響を軽減する 原子力-36 

第３ 心身の健康相談体制を整備する 原子力-36 

 
      

 


